
■委員長報告概要■ 
 令和 6年 5月臨時会 

総務文教常任委員会 

議 案 件 名 
承認第 3 号 山陽小野田市税条例の一部改正に関する専決処分に

ついて 

概 要 

地方税法等の一部を改正する法律が令和 6年 3月 30日に公布さ

れ、一部の規定を除き、令和 6 年 4 月 1 日から施行されたことに

伴う所要の改正を行うものであり、直ちに条例を改正して施行す

る必要があることから、令和 6 年 3月 31 日に専決処分を行ったも

の。 

論点又は審査に 

よって明らかに 

なった事項など 

＊令和 6年度分の個人住民税の特別税額控除を実施するとともに、

令和 6 年度の評価替えに伴う土地に係る固定資産税の税負担を

調整する措置等が講じられたこと等に伴う所要の改正である。 

＊当初予算において、個人住民税の定額減税による減収額を 2 億

6,000 万円と見込み、同額の定額減税減収補塡特例交付金を計上

している。 

＊新築認定長期優良住宅特例の対象は、近年の状況を踏まえて 290

件程度と見込んでいる。 

＊この度の減額等については、3 月から市内で説明会を行ってお

り、また、6月 1 日号の広報紙やホームページ等でも周知する予

定である。 

討 論 討論なし 

結 果 全員賛成で承認 

 

 
承認第 4 号 山陽小野田市都市計画税条例の一部改正に関する専

決処分について 

概 要 

地方税法等の一部を改正する法律が令和 6年 3月 30日に公布さ

れ、一部の規定を除き、令和 6 年 4 月 1 日から施行されたことに

伴う所要の改正を行うものであり、直ちに条例を改正して施行す

る必要があることから、令和 6年 3月 31 日に専決処分を行ったも

の 

論点又は審査に 

よって明らかに 

なった事項など 

＊令和 6 年度の評価替えに伴う土地に係る都市計画税の税負担を

調整する措置が講じられたこと等に伴う所要の改正である。 

討 論 討論なし 

結 果 全員賛成で承認 

 



■委員長報告概要■ 
 令和 6 年 5月臨時会 

産業建設常任委員会 

議 案 件 名  
議案第 44号 令和 6年度山陽小野田市小型自動車競走事業特別会

計補正予算（第 1 回）について 

概 要 

今回の補正は、令和 5 年度の決算見込みにおいて、歳入が歳出に

対して不足するため、令和 6 年度の歳入を繰り上げて、これに充用

しようとするもので、歳入歳出にそれぞれ 8 億円を追加し、予算総

額を 269億 9,000 万 4,000円とするもの 

論点又は審査に 

よって明らかに 

なった事項など 

＊令和 5 年度末のリース料残額は 2 億 3,014 万 3,000 円で、完済

時期は令和 8 年度の予定である。 

＊令和 5 年度の１日平均入場者数は 620 人であり、来場者による

年間売上は 3 億 171 万 5,300円で全体売上額の 1.42％である。 

討 論 討論なし 

結 果 全員賛成で可決 

 



■委員長報告概要■ 

 令和 6年 5月臨時会 

一般会計予算決算常任委員会 

議 案 件 名 
承認第 2 号 令和 6 年度山陽小野田市一般会計補正予算（第 1 回）

に関する専決処分について 

概 要 

今回の補正は、国において、食費等の物価高騰による負担増を踏

まえ、特に家計への影響が大きい低所得者への支援及び定額減税を

補足する給付を、できる限り早期に開始する方針が示されたことか

ら、本市においても、支給に向けた体制を早急に整えるための予算

措置が必要となったため、令和 6年 5月 1日に専決処分を行ったもの 

論点又は審査に 

よって明らかに 

なった事項など 

【歳出】 

○3款 民生費 

・1項 10目物価高騰対策住民税非課税世帯支援給付金給付事業費 

    6億 3,832万 8,000円の増額 

住民税非課税世帯支援給付金は 550 世帯、住民税均等割のみ

課税世帯支援給付金は 600 世帯、子育て世帯支援給付金は 200

世帯、調整給付は 1 万 2,000人を想定している。 

対象者に漏れなく給付するために、確認書を送付し、返信が

ない場合には再勧奨を行い、周知に努める。 

（主な質疑） 

＊「1日でも早く支給するため 5月１日に専決処分を行ったとい

うことだが、対象者にいつ頃届くのか」との質問に「6月下旬

に確認書を送付して、7月中旬から下旬に向けて支給を開始し

たいとのことであった」との答弁 

討 論 討論なし 

結 果 全員賛成で承認 
 

 


